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は
じ
め
に

　

ギ
ャ
ロ
ン
（
嘉
絨
）・
チ
ベ
ッ
ト
族
社
会
は
、
家
屋
を
基
本
単
位

と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
家
屋
の
名
称
│
房
名
の
継
承
は
、
人
の

経
済
的
地
位
や
社
会
的
地
位
に
深
く
関
わ
る
。
林
耀
華
は
ギ
ャ
ロ

ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
戎
人

は
姓
氏
を
も
た
な
い
が
、
ど
の
家
に
も
必
ず
専
用
の
房
名
が
あ
る
。

房
名
の
含
意
は
極
め
て
広
く
、
家
屋
の
継
承
者
の
全
て
の
権
利
と
義

務
を
代
表
す
る
。
家
屋
と
財
産
、
田
畑
と
土
地
、
食
糧
税
と
賦
役
、

一
族
の
系
譜
お
よ
び
族
内
成
員
の
社
会
的
地
位
な
ど
、
房
名
に
含
ま

れ
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
こ
に
は
伝
来
の
規
定
が
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
房
名
は
一
族
集
団
の
物
質
面
と
非
物
質
面
双
方
の
意
味
を
総
合

す
る
」﹇
林1985 : 425

﹈。
こ
れ
は
房
名
継
承
の
重
要
性
を
よ
く
概

括
し
て
い
る
。
房
名
の
永
続
を
保
証
す
る
た
め
に
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ

ベ
ッ
ト
族
に
は
後
継
ぎ
と
居
所
を
あ
わ
せ
た
継
承
の
原
則
が
あ
る
。

房
名
の
継
承
者
は
、
ま
ず
、
家
屋
と
土
地
お
よ
び
一
家
の
す
べ
て
の

不
動
産
を
継
承
し
、
同
時
に
房
名
が
包
括
す
る
食
糧
税
と
賦
役
、
お

よ
び
そ
の
名
声
を
継
承
す
る
﹇
李2010

﹈。
房
名
の
継
承
は
、
婚
姻

と
居
所
の
両
面
に
関
わ
る
。
婚
姻
に
関
し
て
は
、
成
人
し
た
子
女

は
、
房
名
を
受
け
継
ぐ
子
供
以
外
は
、
結
婚
後
に
居
住
す
る
家
屋
の

房
名
を
用
い
る
、
房
名
は
夫
側
あ
る
い
は
妻
側
、
あ
る
い
は
結
婚
に

際
し
て
新
築
し
た
家
屋
の
房
名
で
も
よ
い
が
、
両
親
の
房
名
を
使
う

こ
と
は
な
い
。
居
所
に
関
し
て
は
、
一
つ
の
家
屋
に
居
住
す
る
集
団

は
、
一
般
に
、
核
家
族
か
直
系
家
族
で
、
一
組
の
夫
婦
お
よ
び
そ
の

両
親
と
子
供
を
含
み
、
さ
ら
に
未
婚
の
子
供
、
あ
る
い
は
同
居
の
親

家
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族
や
非
親
族
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
同
一
家
屋
に

居
住
し
て
同
一
の
房
名
を
用
い
る
。
そ
の
た
め
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ

ト
族
社
会
で
は
、
親
族
と
居
所
は
同
様
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

親
族
と
居
所
と
い
う
二
つ
の
原
則
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
研
究
す
る

学
者
が
家
屋
社
会
を
解
釈
す
る
際
に
と
り
あ
げ
る
両
極
で
あ
る
。

Jam
es Fox

に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
家
屋
社
会
の
研
究
で
は
、
親
族
研

究
の
概
念
や
語
彙
を
使
う
傾
向
が
あ
り
、
家
屋
と
い
う
範
疇
は
枝
分

か
れ
し
た
親
族
構
造
内
に
お
い
て
各
等
級
の
後
継
集
団
を
画
定
す
る

と
し
た
が
、
後
に
、“
発
祥
地
”（place of origin

）
の
概
念
を
用
い

て
、
地
点
の
意
義
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、W

ard G
oodenough

は
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
族
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
、
居
所
は
成

員
の
身
分
を
決
定
す
る
機
能
を
も
つ
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
家
屋
は
本
来
様
々

な
二
項
対
立
の
原
則
を
含
み
、
か
つ
そ
の
対
立
を
超
え
た
文
化
範
疇

で
あ
り
、
社
会
の
集
団
生
活
に
お
け
る
相
対
す
る
原
則
│
│
父
系
／

母
系
、
婚
姻
／
居
住
、
昇
進
婚
／
降
級
婚
、
近
親
婚
／
遠
親
婚
、
世

襲
／
実
力
等
を
統
合
し
、
矛
盾
に
対
す
る
超
越
を
表
出
す
る
。
家
屋

に
は
こ
の
よ
う
な
「
相
い
れ
な
い
二
つ
を
一
つ
に
す
る
」
機
能
が
あ

り
、
単
一
か
つ
包
容
性
を
も
つ
建
築
構
造
を
通
し
て
、
内
在
す
る
二

元
を
転
化
し
て
外
観
的
に
一
元
化
す
〉
1
〈

る
」﹇
列
維‒

斯
特
労
斯2008 : 

115 ‒134

﹈。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
提
唱
す
る
「
家
屋
社
会
」
の

概
念
は
、
本
来
の
意
味
は
単
純
交
換
構
造
と
複
雑
交
換
構
造
の
間
を

つ
な
ぐ
仲
介
タ
イ
プ
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
蒋
斌
ら
の
台
湾
パ
イ

ワ
ン
族
研
究
で
も
、
こ
れ
に
注
目
し
て
、「
家
屋
に
関
す
る
討
論

は
、
親
族
研
究
か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
関
係
の
客
体

化
、
商
品
化
に
近
づ
く
も
の
で
あ
る
」﹇
蒋
・
李1995 : 178

﹈
と
す

る
。
よ
っ
て
、
婚
姻
と
居
所
は
家
屋
研
究
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
問

題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
四
川
省
雅
安
市
宝
興
県
の
蹺
磧
チ
ベ
ッ
ト
族
郷
で
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
資
料
に
基
づ
い
〉
2
〈

て
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ

ベ
ッ
ト
族
の
家
屋
継
承
の
過
程
に
お
け
る
、
婚
姻
と
居
所
の
原
則
の

具
体
的
な
機
能
を
論
じ
、
家
屋
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
　
親
族
関
係
の
様
々
な
類
型
と 

房
名
継
承
の
特
徴

㈠　
一
夫
一
妻
家
庭
と
房
名
継
承

　

一
夫
一
妻
の
家
庭
は
、
蹺
磧
の
基
本
的
家
庭
形
態
で
あ
る
。
居
住

形
態
に
は
、
妻
を
娶
る
夫
方
居
住
と
婿
入
り
の
妻
方
居
住
の
二
種
が

あ
る
。
長
い
歴
史
を
も
つ
房
名
は
、
様
々
な
居
住
形
態
も
表
す
。
以

下
で
は
、
下
策
爾
斯
基
家
を
事
例
と
し
て
、
様
々
な
居
住
形
態
に
お

け
る
房
名
継
承
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

事
例
１　
下
策
爾
斯
基
家

　

楊
国
奇
家
の
房
名
は
下
策
爾
斯
基
で
あ
る
。
曾
祖
母
は
朝
霞
で
生

ま
れ
、
下
策
爾
斯
基
の
房
名
を
継
い
だ
。
曾
祖
父
は
魚
通
嘎
喲
家
の
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三
男
で
、
婿
に
入
っ
た
。
祖
父
は
三
人
兄
弟
で
、
長
男
は
チ
ベ
ッ
ト

名
が
策
棱
、
蹺
豊
へ
婿
入
り
し
た
。
次
男
は
楊
国
奇
の
祖
父
に
あ
た

り
、
チ
ベ
ッ
ト
名
は
嘉
木
錯
、
家
に
残
っ
て
房
名
を
継
い
だ
。
三
男

は
チ
ベ
ッ
ト
名
が
達
克
特
児
で
、
蹺
豊
へ
婿
入
り
し
た
。
父
は
三
人

兄
弟
で
、
長
男
は
チ
ベ
ッ
ト
名
が
労
絨
、
本
来
は
家
を
継
ぐ
は
ず
で

あ
っ
た
が
、
婿
入
り
し
た
。
次
男
は
国
奇
の
父
の
生
龍
で
、
チ
ベ
ッ

ト
名
は
長
寿
で
、
家
を
継
い
だ
。
三
男
は
チ
ベ
ッ
ト
名
が
龍
特
児

で
、
出
家
し
て
ラ
マ
に
な
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
大
昭
寺
で
一
〇
年
学

び
、
故
郷
に
戻
っ
て
永
寿
寺
の
住
職
に
な
り
、
九
〇
余
歳
で
亡
く

な
っ
た
。
国
奇
の
代
は
一
男
四
女
で
、
国
奇
は
年
齢
で
は
三
番
目
で

あ
っ
た
が
、
唯
一
の
男
だ
っ
た
の
で
房
名
を
継
い
だ
。
長
女
は
国
民

党
の
彭
旅
団
長
に
嫁
い
だ
が
、
彭
旅
団
長
が
蹺
磧
に
七
カ
月
滞
在
し

て
去
っ
た
時
に
つ
い
て
い
か
ず
、
後
に
他
家
に
嫁
い
だ
。
次
女
は
氷

豊
の
阿
夸
爾
家
に
、
三
女
は
蹺
豊
に
、
四
女
は
朝
霞
に
嫁
い
だ
。

　

楊
国
奇
は
、
六
男
一
女
を
も
つ
。
長
男
は
チ
ベ
ッ
ト
名
が
澤
朗
、

す
ぐ
上
の
姉
に
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
八
歳
で
養
子
と
な
り
、
阿

夸
爾
家
の
房
名
を
継
い
だ
。
国
奇
の
房
名
は
次
男
が
継
ぎ
、
そ
の
娘

が
朝
霞
の
達
拉
美
諾
家
の
息
子
（
革
細
工
職
人
）
を
婿
に
迎
え
て
房

名
を
継
い
だ
。
三
男
は
結
婚
後
分
家
し
て
新
し
い
房
名
「
達
給
」

（
く
ぼ
み
の
下
に
土
地
が
あ
る
の
意
）
を
つ
け
た
。
三
男
の
死
後
、

末
子
の
肯
崩
特
爾
が
房
名
を
継
い
だ
。
四
男
は
蹺
豊
に
婿
に
行
き
、

二
人
の
娘
が
い
る
。
五
番
目
は
娘
で
雅
安
市
蒲
江
県
に
嫁
い
だ
。
夫

は
漢
族
の
職
人
で
、
蹺
磧
に
出
稼
ぎ
に
来
た
時
に
知
り
合
っ
た
。
一

男
一
女
が
い
る
。
国
奇
夫
妻
は
娘
の
と
こ
ろ
に
よ
く
遊
び
に
行
く
。

五
男
は
分
家
し
て
、
房
名
を
銭
木
森
爾
（
新
し
い
家
の
意
）
と
し

た
。
六
男
は
分
家
し
た
が
未
婚
。
分
家
時
に
馬
二
頭
、
牛
四
頭
、
ヤ

ク
一
〇
頭
、
請
負
地
四
畝
（
一
畝
は
約
〇
・
〇
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、

山
林
五
〜
六
畝
（
実
際
は
一
〇
〇
畝
以
上
あ
る
）
を
も
ら
っ
た
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
様
々
な
居
住
形
態
が
房
名
の
継
承
に
及
ぼ
す

影
響
が
わ
か
る
。
第
一
世
代
の
曾
祖
父
は
下
策
爾
斯
基
家
に
婿
に

入
っ
て
妻
方
に
居
住
。
家
族
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
息
子
は
い
な

か
っ
た
。
第
二
世
代
と
第
三
世
代
は
、
房
名
は
す
べ
て
一
族
の
息
子

が
継
い
だ
。
妻
方
に
居
住
し
た
曾
祖
父
の
子
女
も
み
な
下
策
爾
斯
基

の
房
名
の
継
承
権
を
持
っ
て
い
た
が
、
長
男
が
優
先
さ
れ
た
。

　
第
二
世
代
の
楊
生
龍
の
房
名
継
承
に
は
、次
の
よ
う
な
物
語
が
あ
る
。

　
　
　

下
策
爾
斯
基
家
は
、
父
の
代
は
長
男
の
労
絨
が
房
名
を
継
ぐ

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
国
奇
の
父
の
生
龍
は
次
男
で
継
承
権
が

な
く
、
あ
ち
こ
ち
で
小
作
人
を
し
た
。
家
業
を
継
承
す
る
者
は

献
金
や
納
税
の
義
務
が
あ
っ
た
が
、
小
作
人
に
は
そ
の
義
務
は

な
か
っ
た
。
国
奇
の
父
母
は
よ
く
働
い
た
の
で
、
や
が
て
食
に

は
困
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
長
男
の
労
絨
が
婿
に
行
っ

た
た
め
に
、
祖
父
が
国
奇
の
父
母
に
戻
っ
て
房
名
を
継
ぐ
か
た

ず
ね
た
。
も
し
戻
ら
な
い
な
ら
土
司
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
世
帯

を
抜
く
。
土
地
を
渡
せ
ば
納
税
の
必
要
は
な
い
と
い
っ
た
。
し

か
し
土
司
か
ら
、
家
に
本
当
に
後
継
者
が
い
な
い
な
ら
処
理
す

る
が
、
後
継
者
が
い
る
の
に
な
ぜ
継
が
な
い
の
か
と
非
難
さ
れ
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た
た
め
、
国
奇
の
両
親
が
戻
っ
て
房
名
を
継
い
だ
。
彼
ら
が
戻

り
た
く
な
か
っ
た
の
は
、
親
が
決
め
た
結
婚
を
拒
否
し
て
恋
愛

結
婚
を
し
た
の
で
祖
父
は
よ
く
思
っ
て
お
ら
ず
、
子
供
が
で
き

て
よ
う
や
く
認
め
て
も
ら
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
実
家
に

戻
っ
て
か
ら
彼
ら
は
よ
く
働
き
、
有
能
だ
っ
た
の
で
暮
ら
し
向

き
も
だ
ん
だ
ん
良
く
な
っ
た
。

　

国
奇
の
父
が
戻
っ
て
房
名
を
継
い
だ
の
は
、
長
兄
が
自
ら
継
承
権

を
放
棄
し
て
婿
養
子
に
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
国
奇
の
父
は

両
親
が
決
め
た
結
婚
を
拒
否
し
て
、
好
き
に
な
っ
た
女
性
と
一
緒
に

な
っ
た
た
め
、
家
族
か
ら
の
援
助
は
な
く
、
蹺
磧
で
は
地
位
が
最
も

低
い
小
作
人
と
な
っ
た
。
彼
ら
に
子
供
が
で
き
、
長
男
も
家
を
離
れ

た
の
で
よ
う
や
く
両
親
の
許
し
を
得
て
実
家
に
戻
っ
た
。
父
の
弟
は

ラ
マ
で
、
長
い
あ
い
だ
下
策
爾
斯
基
家
に
住
み
、
家
族
か
ら
経
済
的

援
助
を
受
け
た
。

　

下
策
爾
斯
基
家
は
、
第
三
代
が
男
は
国
奇
だ
け
で
、
姉
妹
は
み
な

嫁
い
だ
の
で
、
国
奇
が
房
名
を
継
い
だ
。
第
四
代
に
は
六
人
の
息
子

が
い
た
が
、
次
男
が
房
名
を
継
ぎ
、
一
人
は
新
た
な
房
名
を
つ
け
、

一
人
は
養
子
に
行
き
、
そ
れ
以
外
は
分
家
し
た
。
第
五
代
は
、
一
人

娘
だ
っ
た
の
で
婿
を
取
っ
て
房
名
を
継
い
だ
。
現
在
は
、
国
奇
夫

妻
、
次
男
夫
婦
、
孫
娘
と
婿
養
子
、
そ
の
子
供
二
人
の
八
人
家
族
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
夫
一
妻
家
庭
で
は
房
名
継
承
は
長
男
が
優
先

権
を
持
ち
、
次
が
次
男
で
あ
る
。
も
し
息
子
が
い
な
け
れ
ば
、
長
女

が
優
先
的
に
継
承
者
と
な
る
。
こ
の
原
則
は
、
居
住
形
態
が
夫
方
で

も
妻
方
で
も
大
き
な
差
は
な
い
。

㈡　
一
夫
多
妻
家
庭
と
房
名
継
承

　

一
九
五
〇
年
以
前
、
蹺
磧
に
も
数
は
多
く
は
な
い
が
一
夫
多
妻
家

庭
が
存
在
し
た
。
そ
の
房
名
継
承
の
状
況
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

事
例
２　
蹺
豊
の
策
励
家

　

策
励
家
の
楊
和
清
に
は
三
人
の
妻
が
い
た
。
一
人
目
は
和
平
出
身

で
、
房
名
は
策
励
、
和
清
は
婿
入
り
し
て
子
供
一
人
を
も
う
け
た
。

和
清
の
死
後
、
息
子
が
房
名
を
継
い
だ
。
二
人
目
は
豊
収
出
身
で
、

房
名
は
麼
爾
巴
、
和
清
が
和
平
に
婿
入
り
し
た
た
め
、
同
居
は
一
時

期
だ
っ
た
。
後
に
妻
の
兄
弟
が
亡
く
な
り
、
姉
も
失
明
し
た
た
め
、

彼
女
が
実
家
に
帰
っ
た
。
和
清
は
よ
く
豊
収
で
過
ご
し
、
五
人
の
子

を
も
う
け
た
。
長
男
が
麼
爾
巴
の
房
名
を
継
い
だ
。
三
人
目
は
は
じ

め
柳
落
の
達
拉
家
に
嫁
い
だ
が
、
夫
の
死
後
、
和
清
が
婿
入
り
し
、

三
人
の
子
供
を
も
う
け
た
。
前
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
達
拉

の
房
名
と
財
産
を
継
承
し
、
和
清
の
子
に
は
継
承
権
が
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
一
夫
多
妻
で
は
、
男
性
は
妻
方
に
居
住
す
る

が
、
そ
の
子
女
の
継
承
権
は
房
名
を
持
つ
妻
次
第
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
妻
が
房
名
の
継
承
者
で
あ
れ
ば
、
夫
の
息

子
は
房
名
を
継
承
で
き
る
。
も
し
妻
が
房
名
の
継
承
者
で
な
く
、
婚

出
し
て
夫
方
居
住
を
し
た
場
合
、
房
名
を
継
承
す
る
前
夫
と
の
間
の

子
供
が
房
名
を
継
ぎ
、
前
夫
の
死
後
に
婿
入
り
し
た
夫
と
の
間
の
息
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子
に
は
継
承
権
が
な
い
。

事
例
３　
嘎
日
文
扎
家

　

嘎
日
文
扎
家
の
趙
清
林
は
蹺
磧
五
寨
で
最
も
勢
力
の
あ
る
保
長

で
、
多
く
の
財
産
を
も
っ
て
い
た
。
二
人
の
妻
が
お
り
、
一
番
目
は

娶
っ
た
。
二
番
目
は
策
徳
拉
家
の
者
で
、
兄
弟
が
み
な
亡
く
な
っ
て

家
と
田
畑
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
、
清
林
が
婿
入
り
し
て
三
人
の
子

供
を
も
う
け
、
息
子
が
策
徳
拉
家
の
田
畑
と
房
名
を
継
い
だ
。
清
林

の
婚
姻
は
、
有
力
者
が
よ
く
行
っ
た
婚
姻
形
態
で
、
残
さ
れ
た
孤
児

や
未
亡
人
が
き
つ
い
労
働
や
賦
役
に
応
じ
ら
れ
な
い
時
に
は
、
婿
に

入
っ
て
そ
の
財
産
を
手
に
入
れ
る
。
た
だ
し
房
名
継
承
に
つ
い
て

は
、
夫
方
居
住
の
場
合
は
、
夫
の
息
子
が
継
承
す
る
。
妻
方
居
住
の

場
合
は
、
妻
方
に
継
承
者
が
い
な
い
時
は
夫
の
息
子
が
継
承
す
る
。

㈢　
養
子
縁
組
と
房
名
継
承

　

家
に
子
供
が
お
ら
ず
、
老
人
の
み
の
場
合
に
は
、
親
戚
の
子
供
を

養
子
に
し
て
房
名
を
継
承
さ
せ
る
。

事
例
４　
氷
豊
の
阿
夸
爾
家

　

阿
夸
爾
家
は
、
現
在
の
戸
主
は
漢
名
を
楊
朝
華
と
い
う
。
朝
華
か

ら
遡
る
三
世
代
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。
一
代
目
は
二
男
一
女
で
、

長
男
は
、
チ
ベ
ッ
ト
名
は
木
泰
、
二
番
目
は
娘
で
チ
ベ
ッ
ト
名
は
安

卡
、
三
人
目
は
男
で
チ
ベ
ッ
ト
名
は
阿
太
で
あ
る
。
木
泰
は
阿
夸
爾

家
の
房
名
を
継
い
だ
が
、
安
卡
が
卧
嘎
龍
家
に
嫁
い
で
間
も
な
く
亡

く
な
っ
た
。
阿
太
が
房
名
を
継
い
だ
が
、
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。

阿
夸
爾
家
は
継
承
者
が
い
な
く
な
り
、
安
卡
の
次
男
の
阿
爾
佳
が
阿

夸
爾
家
に
戻
っ
て
房
名
を
継
い
だ
。
貝
爾
佳
は
下
策
爾
斯
基
家
の
楊

国
奇
の
次
女
を
娶
っ
た
が
、
早
く
に
亡
く
な
り
、
子
供
も
い
な
か
っ

た
た
め
、
残
さ
れ
た
楊
国
奇
の
次
女
の
も
と
に
国
奇
の
長
男
澤
朗

（
漢
名
楊
朝
華
）
を
養
子
に
や
っ
た
。
朝
華
は
八
歳
で
朝
霞
へ
行

き
、
阿
夸
爾
家
の
房
名
を
継
い
だ
。
た
だ
し
叔
母
の
こ
と
を
阿
尼
と

呼
〉
3
〈

ぶ
。
朝
華
は
二
七
歳
で
蘭
卡
仲
と
結
婚
し
た
が
子
供
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
朝
華
の
弟
の
娘
、
徳
熱
錯
を
養
女
に
し
た
。
徳
熱
錯

は
叔
父
の
朝
華
を
阿
地
と
呼
〉
4
〈

ぶ
。

　

阿
夸
爾
家
で
は
、
二
度
養
子
を
と
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
近
い
親
戚

で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
過
程
は
、
漢
族
の
父
系
血
縁
家
族
の
そ
れ
と

は
全
く
異
な
る
。
養
子
は
男
女
ど
ち
ら
で
も
よ
く
、
養
子
縁
組
し
た

あ
と
も
旧
呼
称
を
変
え
る
必
要
は
な
く
、
新
家
庭
で
新
た
な
親
族
関

係
を
結
ぶ
必
要
も
な
い
。

㈣　
子
孫
が
途
絶
え
た
後
の
房
名
継
承

　

蹺
磧
で
は
房
名
の
継
承
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、「
房
名
は
千
年
続

く
が
、
人
は
百
十
年
し
か
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。
房
名
は
長
く

続
く
が
、
人
は
常
に
変
わ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
後
継
ぎ
の
断
絶

は
ま
さ
に
人
を
代
え
る
重
要
な
原
因
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
房
名
を
継
承
す
る
長
男
あ
る
い
は
長
女
が
亡
く
な
る

と
、
嫁
出
し
た
者
あ
る
い
は
他
家
に
婿
入
し
た
者
が
実
家
に
戻
っ
て

房
名
を
継
ぐ
。
例
え
ば
、
三
人
の
娘
と
息
子
が
い
て
、
長
男
か
長
女
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が
家
に
残
っ
て
房
名
を
継
ぐ
と
、
他
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
嫁
ぐ
か
婿

入
り
す
る
。
し
か
し
継
承
者
が
亡
く
な
れ
ば
、
親
戚
友
人
が
相
談
し

た
う
え
で
、
す
で
に
嫁
い
だ
者
あ
る
い
は
婿
入
り
し
た
者
が
戻
れ
る

な
ら
戻
っ
て
継
ぐ
。
も
し
み
な
戻
っ
て
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の

次
の
世
代
が
戻
っ
て
継
ぐ
。
そ
れ
も
で
き
な
い
場
合
は
、
兄
弟
の
次

世
代
を
戻
し
、
姉
妹
の
次
世
代
と
結
婚
さ
せ
て
、
房
名
を
継
が
せ

る
。
誰
が
継
ぐ
か
は
親
戚
た
ち
が
相
談
し
て
決
め
る
。
一
般
に
は
適

齢
期
の
者
や
干
支
が
合
う
者
を
探
す
。
旧
社
会
は
疾
病
が
流
行
し
、

匪
賊
が
横
行
し
、
死
亡
率
も
高
か
っ
た
の
で
、
家
系
の
断
絶
が
少
な

く
な
か
っ
た
。
骨
が
違
い
さ
え
す
れ
ば
（
兄
弟
間
の
子
女
で
な
け
れ

ば
）、近
い
親
戚
で
も
結
婚
で
き
る
の
で
、戻
し
て
財
産
を
継
が
せ
た
。

事
例
５　
嘎
日
の
文
吉
格
爾
達
家

　

文
吉
格
爾
達
家
に
は
兄
弟
姉
妹
が
四
人
い
る
。
二
番
目
が
息
子

だ
っ
た
の
で
家
に
残
っ
て
家
産
を
継
い
だ
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で

一
家
全
員
が
亡
く
な
っ
た
。
親
戚
た
ち
は
誰
が
戻
っ
て
継
ぐ
か
協
議

し
た
。
長
女
は
結
婚
後
、
暮
ら
し
向
き
は
悪
く
な
い
の
で
戻
る
必
要

は
な
い
。
三
番
目
は
息
子
で
、
チ
ベ
ッ
ト
名
は
肯
蚌
特
爾
、
婿
入
り

し
て
息
子
が
い
る
が
暮
ら
し
向
き
は
よ
く
な
い
。
四
番
目
は
娘
で
、

チ
ベ
ッ
ト
名
は
張
満
、
嫁
ぎ
先
で
の
暮
ら
し
は
よ
い
の
で
戻
ら
な

い
。
五
番
目
も
娘
で
、
チ
ベ
ッ
ト
名
は
克
司
満
、
娘
が
一
人
お
り
、

家
計
は
苦
し
い
。
婿
に
行
っ
た
肯
蚌
特
爾
の
息
子
が
戻
っ
て
継
ぐ
の

が
当
然
で
あ
る
が
、
克
司
満
の
娘
に
も
家
産
を
継
が
せ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
彼
女
の
苦
し
い
状
況
を
改
善
で
き
る
。
そ
こ
で
協
議
の
結

果
、
肯
蚌
特
爾
の
息
子
に
房
名
を
継
が
せ
、
克
司
満
の
娘
を
肯
蚌
特

爾
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
誰
を
戻
し
て
継
が
せ
る
か
の
協
議
で
は
、
二

世
代
の
な
か
か
ら
、
男
女
を
同
等
の
継
承
権
を
も
つ
者
と
み
な
し
、

次
の
三
つ
の
点
を
考
慮
し
て
継
承
者
を
選
択
す
る
。
一
に
、
禁
婚
の

原
則
。“
骨
”
が
同
じ
者
、
す
な
わ
ち
兄
弟
間
の
子
女
は
三
世
代
内

ま
で
結
婚
で
き
な
い
。
し
か
し
一
方
の
骨
が
違
う
場
合
、
す
な
わ
ち

兄
弟
の
子
と
姉
妹
の
子
は
結
婚
で
き
る
。
二
に
、
家
庭
の
経
済
状

況
。
暮
ら
し
向
き
が
よ
い
場
合
は
戻
さ
な
い
。
継
承
に
よ
っ
て
両
家

の
経
済
状
況
が
改
善
で
き
る
か
と
い
う
点
が
大
事
で
あ
る
。
三
に
、

シ
ス
テ
ム
継
承
者
双
方
の
年
齢
と
干
支
が
合
う
か
で
あ
る
。

㈤　
養
育
し
て
い
る
甥
や
姪
の
継
承
権

　

蹺
磧
の
女
性
は
、
次
の
二
つ
の
状
況
に
お
い
て
息
子
あ
る
い
は
娘

を
実
家
に
残
す
。
一
は
、
婚
前
に
で
き
た
子
で
、
多
く
は
非
嫡
出
子

で
あ
る
。
二
は
、
再
婚
時
に
、
前
夫
の
子
を
実
家
に
残
す
。
こ
れ
ら

の
子
供
た
ち
は
、
房
名
を
継
承
す
る
息
子
あ
る
い
は
娘
に
育
て
ら
れ

る
が
、
房
名
の
継
承
権
は
な
く
、
成
人
後
は
自
力
で
家
屋
を
建
て
て

分
家
し
、
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
例
６　
貢
東
巴
家

　

貢
東
巴
家
は
、
戸
主
は
楊
志
明
で
、
チ
ベ
ッ
ト
名
は
肯
崩
。
母
は

貝
爾
洛
家
の
長
女
で
、
朝
霞
の
男
性
と
婚
約
し
て
楊
志
明
を
生
ん

だ
。
し
か
し
、
二
人
は
性
格
不
一
致
の
た
め
に
結
婚
は
せ
ず
、
母
は
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後
に
朝
霞
の
他
家
に
嫁
ぎ
、
志
明
を
実
家
の
貝
爾
洛
家
に
残
し
た
。

志
明
は
貝
爾
洛
家
を
継
い
だ
母
の
兄
弟
に
育
て
ら
れ
た
が
、
叔
父
は

彼
が
成
人
す
る
と
、
貝
爾
洛
家
か
ら
出
し
て
、
自
力
で
貢
東
巴
に
家

屋
を
建
て
さ
せ
、
貢
東
巴
と
い
う
地
名
を
房
名
に
し
た
。
こ
の
ほ

か
、
呷
爾
達
家
の
末
妹
が
実
家
に
残
し
た
娘
も
家
産
を
継
承
で
き
な

か
っ
た
（
事
例
２
）。

㈥　
再
婚
と
房
名
継
承

　

蹺
磧
で
は
、
初
婚
で
生
ま
れ
た
子
は
、
房
名
の
優
先
的
な
継
承
権

を
持
つ
。
再
婚
後
に
生
ま
れ
た
子
に
は
継
承
権
が
な
い
。

事
例
７　
策
棱
木
雅
家

　

策
棱
木
雅
家
は
、
陳
銀
良
の
父
の
代
で
は
、
父
は
一
人
っ
子
だ
っ

た
。
結
婚
後
、
妻
と
の
間
に
一
女
二
男
を
も
う
け
た
。
一
九
四
八
年

に
妻
が
亡
く
な
り
、
翌
年
再
婚
し
た
。
再
婚
相
手
は
小
金
出
身
で
、

姉
妹
で
蹺
磧
に
逃
れ
て
き
て
和
平
に
嫁
ぎ
、
二
人
の
娘
を
生
ん
だ

が
、
の
ち
に
夫
は
亡
く
な
っ
た
。
再
婚
後
、
妻
は
前
夫
の
二
人
の
娘

を
連
れ
て
夫
と
同
居
し
、
息
子
を
一
人
生
ん
だ
。
長
女
は
朝
霞
へ
嫁

ぎ
、
策
棱
木
雅
家
の
房
名
は
二
番
目
の
息
子
が
継
承
し
た
。
三
番
目

の
息
子
は
卧
嘎
龍
家
へ
婿
入
り
し
、
末
子
は
分
家
し
て
房
名
を
策
涅

阿
美
杜
と
し
た
。

　

以
上
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
房
名
を
継
い
だ
男
子
が
再
婚
し
て
も
、

房
名
の
継
承
権
は
初
婚
時
の
息
子
に
あ
り
、
再
婚
で
生
ま
れ
た
子
供

に
継
承
権
は
な
い
。

事
例
８　
達
給
家

　

達
給
家
は
、
戸
主
は
下
策
爾
斯
基
家
の
三
番
目
の
息
子
で
、
漢
名

は
楊
朝
軍
。
結
婚
後
分
家
し
、
石
積
み
の
土
手
の
下
に
新
居
を
建

て
、
房
名
を
達
給
（
土
手
の
下
の
土
地
の
意
）
と
し
た
。
朝
軍
は
二

女
一
男
を
も
う
け
、
末
子
肯
崩
特
爾
が
房
名
を
継
い
だ
。
肯
崩
特
爾

は
妻
を
娶
っ
て
一
人
の
子
を
も
う
け
た
が
、
四
一
歳
で
病
死
。
妻
は

邛
崍
の
漢
族
を
婿
に
迎
え
、
息
子
が
一
人
生
ま
れ
た
（
六
歳
）。
達

給
家
の
房
名
の
継
承
に
つ
い
て
聞
く
と
、
み
な
、
こ
の
漢
族
の
夫
は

実
家
に
家
屋
と
土
地
が
あ
る
の
で
、
将
来
必
ず
子
供
を
連
れ
て
戻
る

だ
ろ
う
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
房
名
は
肯
崩
特
爾
の
息
子
が
継
ぎ
、

再
婚
後
の
子
に
は
継
承
権
が
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
事
例
は
、
房

名
の
継
承
者
が
男
性
で
実
子
が
い
れ
ば
、
彼
の
死
後
、
妻
の
再
婚
後

の
子
に
は
房
名
の
継
承
権
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

以
上
の
事
例
は
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
家
屋
と
房
名
の
継

承
で
は
、
両
者
を
同
時
に
行
い
、
一
人
に
の
み
継
承
さ
れ
る
と
い
う

原
則
に
基
づ
く
こ
と
、
継
承
者
は
男
女
双
系
で
あ
り
、
継
承
の
順
序

は
婚
姻
と
住
居
の
二
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
家
屋
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
我
々
が
直
面
す

る
の
は
同
タ
イ
プ
の
制
度
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
法
人
は
、
物
質
的
お

よ
び
非
物
質
的
な
財
産
か
ら
な
る
家
産
を
保
有
し
、
家
系
と
房
名
に

よ
っ
て
富
と
称
号
が
継
承
さ
れ
て
い
く
。
家
系
は
真
実
で
あ
ろ
う
と

虚
構
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
連
続
性
が
親
族
あ
る
い
は
婚
族
関
係
の
名
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で
表
出
さ
れ
て
い
る
限
り
正
当
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
往
々
に
し
て

真
実
と
虚
構
の
両
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
家
屋

社
会
の
特
徴
は
、
房
名
継
承
に
お
い
て
鮮
明
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

二
　
房
名
の
継
承
と
親
族
関
係
の
確
定

　

一
九
四
三
年
、
林
耀
華
は
現
在
の
馬
爾
康
県
梭
磨
土
司
官
寨
東
の

卡
色
爾
登
寨
で
調
査
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
毛
埃
（
房
名
）

家
に
は
「
二
人
の
兄
弟
が
お
り
、
長
男
の
名
は
班
馬
、
次
男
の
名
は

王
爾
甲
で
あ
る
。
班
馬
は
妻
を
娶
っ
て
息
子
と
娘
が
生
ま
れ
、
毛
埃

の
家
屋
を
継
承
し
た
。
弟
の
王
爾
甲
は
隣
村
に
婿
入
り
し
、
毛
埃
家

の
一
切
の
権
利
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
兄
弟
は
仲

が
良
く
、
日
頃
の
付
き
合
い
も
密
で
、
農
作
業
も
互
い
に
協
力
し

た
。
毛
埃
の
家
屋
は
父
か
ら
子
へ
と
一
人
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
兄

弟
二
人
で
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
族
と
い
う
立
場
か
ら
い
え

ば
、
班
馬
と
王
爾
甲
は
同
じ
一
族
の
成
員
で
は
な
く
、
家
屋
も
房
名

も
異
な
る
。
し
か
し
、
親
族
と
い
う
立
場
で
い
え
ば
、
兄
弟
二
人
は

血
縁
の
親
族
で
あ
り
、
互
い
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
」。
続
い
て
、

安
培
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
安
培
家
の
戸
主
で
あ
る

阿
斯
塔
に
は
娘
が
二
人
お
り
、
長
女
は
実
家
に
残
っ
て
婿
を
迎
え
、

次
女
は
本
寨
の
柯
謝
家
に
嫁
い
だ
。「
二
人
の
娘
は
と
も
に
父
親
と

血
縁
関
係
が
あ
り
、
呼
称
も
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
房
名
が
異
な
る

た
め
に
、
結
婚
の
方
式
や
親
族
間
の
責
任
と
義
務
が
異
な
る
。
房
名

の
継
承
が
親
族
関
係
に
如
何
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
が

わ
か
る
」﹇
林
耀
華1985 : 427

﹈。
ま
た
そ
れ
は
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
の
地
位
を
変
化
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
互
助
関
係
の
変
化
も

決
定
す
る
。

　

家
屋
の
建
築
に
は
多
く
の
人
的
資
源
と
物
的
資
源
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
蹺
磧
で
は
互
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
に
非
常

に
気
を
配
る
。
家
屋
の
建
築
は
、
社
会
に
お
け
る
交
流
の
プ
ロ
セ
ス

を
表
し
、
そ
の
中
で
、
異
な
る
関
係
の
人
た
ち
が
様
々
な
役
割
を
発

揮
す
る
。
蹺
磧
は
二
〇
〇
八
年
五
月
一
二
日
の
汶
川
地
震
で
被
災

し
、
二
〇
〇
九
年
は
災
害
復
興
に
お
け
る
再
建
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
い
て

二
月
か
ら
続
々
と
着
工
し
、
九
月
末
に
ほ
ぼ
完
工
し
た
。
我
々
は
家

屋
再
建
に
お
け
る
相
互
援
助
の
取
り
組
み
を
た
く
さ
ん
目
に
し
た
。

以
下
で
、
阿
夸
爾
家
の
家
屋
再
建
の
過
程
を
事
例
と
し
て
分
析
す

る
。事

例
９　

  

阿
夸
爾
家
の
家
屋
建
設
に
お
け
る 

相
互
扶
助
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

阿
夸
爾
家
は
か
つ
て
金
川
の
頭
人
で
あ
っ
た
。
金
川
事
変
で
乾
隆

帝
の
攻
撃
を
一
三
年
間
う
け
て
敗
れ
た
後
、
穆
坪
土
司
の
も
と
に
逃

れ
て
、
定
住
し
た
。
現
在
の
戸
主
は
、
漢
名
が
楊
朝
華
、
チ
ベ
ッ
ト

名
は
澤
朗
で
あ
る
。
安
漢
の
時
（
一
九
二
九
年
）、
道
尹
黄
煦
昌
が

部
隊
を
率
い
て
蹺
磧
に
攻
め
入
り
、
阿
夸
爾
家
の
家
屋
を
焼
き
払
っ

た
。
一
人
身
だ
っ
た
叔
母
は
、
楊
朝
華
を
引
き
取
っ
て
房
名
を
継
が

せ
、
苦
労
し
て
家
屋
を
再
建
し
た
が
、
数
十
年
間
で
建
て
る
こ
と
が
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で
き
た
の
は
現
地
で
「
叉
叉
房
」
と
呼
ば
れ
る
粗
末
な
家
屋
で
、
塀

は
人
の
背
丈
ほ
ど
で
木
の
棒
を
支
柱
と
し
、
杉
板
で
屋
根
を
覆
う
だ

け
だ
っ
た
。
改
革
開
放
後
、
経
済
状
況
が
好
転
し
、
一
九
八
二
年
に

や
っ
と
旧
屋
を
建
て
直
し
た
。
新
居
の
敷
地
は
三
・
六
丈
（
約
一
二

メ
ー
ト
ル
）
四
方
で
、
家
畜
小
屋
の
ほ
か
、
二
階
建
て
の
母
屋
に
は

鍋
庄
舞
の
部
屋
、
東
向
き
の
経
堂
、
台
所
と
七
つ
の
部
屋
が
あ
る
。

朝
華
は
自
分
の
か
つ
て
の
家
に
つ
い
て
誇
ら
し
気
に
語
る
。
石
工
を

六
カ
月
雇
っ
て
た
く
さ
ん
の
風
化
石
を
使
い
、
す
べ
て
の
隙
間
が

石
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
。
し
か
し
、
彼
は
後
に
瓦
工
場
で
瓦
を
焼

い
て
十
数
年
働
い
た
た
め
に
体
の
調
子
を
崩
し
た
。
請
負
地
八
・
七

畝
を
耕
し
、
家
畜
は
牛
四
頭
と
羊
数
頭
だ
け
で
ヤ
ク
は
な
く
、
森
林

地
域
を
一
〇
〇
畝
余
り
保
有
す
る
だ
け
で
あ
る
。
経
済
状
況
は
よ
く

な
い
。

　

二
〇
〇
八
年
五
月
一
二
日
の
汶
川
地
震
後
、
楊
朝
華
家
は
壁
の
亀

裂
が
ひ
ど
く
、
一
部
が
損
壊
し
て
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
建
物
と
さ
れ

た
。
八
月
に
国
家
災
害
後
復
興
補
助
資
金
を
得
て
、
新
居
の
建
築
を

始
め
た
。
新
居
は
鍋
庄
舞
の
部
屋
が
二
・
七
丈
（
約
九
メ
ー
ト
ル
）

四
方
で
、
二
階
は
経
堂
が
五
部
屋
続
き
、
床
面
積
は
約
二
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
。
補
助
金
は
災
害
後
住
宅
再
建
援
助
一
万
六
千
元
（
家
族

数
三
人
以
下
）
と
仮
住
ま
い
補
助
二
千
元
、
中
華
全
国
工
商
業
連
合

会
補
助
二
千
元
で
、
こ
の
ほ
か
国
家
補
助
と
し
て
一
八
ト
ン
の
セ
メ

ン
ト
と
二
本
の
円
柱
用
梁
の
鉄
筋
費
が
あ
り
、
個
人
が
ま
ず
立
て
替

え
、
完
成
後
に
清
算
す
る
。
経
費
は
す
で
に
八
万
元
を
超
え
、
完
成

時
の
総
支
出
は
一
〇
万
元
に
達
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

建
築
の
過
程
で
は
、
親
戚
や
隣
人
が
レ
ン
ガ
を
背
負
い
、
泥
を
運

び
、
木
を
伐
採
し
て
助
け
る
。
通
常
で
は
、
新
居
は
総
面
積
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
石
を
背
負
う
作
業
だ
け
で
も
延
べ
八
〇
〇

人
要
る
。
楊
家
の
家
族
は
わ
ず
か
三
人
で
、
朝
華
自
身
は
腎
臓
病
、

妻
の
蘭
卡
仲
も
婦
人
病
で
い
ず
れ
も
力
仕
事
は
で
き
ず
、
養
子
の
姪

も
ま
だ
二
〇
歳
で
大
し
た
労
働
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
家
庭
で

は
自
分
た
ち
だ
け
で
家
を
建
て
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
二
〇
〇
八

年
八
月
に
家
ま
で
の
道
路
が
補
修
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
ま
で

に
基
本
的
に
家
屋
が
完
成
し
た
の
は
親
戚
や
隣
人
が
常
に
手
伝
い
に

来
て
く
れ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
楊
朝
華
の
話
に
よ
れ
ば
、
最
も
重
要

な
助
け
は
現
金
支
出
が
必
要
な
項
目
で
あ
り
、
主
に
親
族
に
よ
る
と

い
う
。

　

楊
朝
華
は
朝
霞
の
下
策
爾
斯
基
家
か
ら
阿
夸
爾
家
に
来
て
房
名
を

継
い
だ
。
下
策
爾
斯
基
家
に
と
っ
て
彼
は
す
で
に
一
族
の
者
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
手
伝
い
に
来
る
親
戚
は
い
な
い
。
ま
た
阿
夸
爾
家
も

家
族
が
増
え
な
か
っ
た
た
め
に
手
伝
い
に
来
る
者
が
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
妻
蘭
卡
仲
は
氷
豊
で
最
多
の
人
口
を
も
つ
森
堤
家
の
唯
一

の
娘
で
あ
っ
た
た
め
、
金
銭
面
で
の
助
け
は
み
な
蘭
卡
仲
の
兄
弟
に

よ
る
。
う
ち
、
楊
朝
軍
は
蘭
卡
仲
の
二
番
目
の
叔
父
の
息
子
で
、
自

身
も
長
期
間
外
地
で
工
事
を
請
け
負
っ
て
い
た
た
め
掘
削
機
や
車
を

も
ち
、
経
済
状
況
も
良
か
っ
た
。
楊
朝
軍
の
父
は
蘭
卡
仲
の
父
の
弟

で
、
母
は
蘭
卡
仲
の
母
の
妹
で
あ
る
。
両
親
双
方
が
実
の
兄
弟
姉
妹
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の
関
係
で
あ
っ
た
た
め
、
楊
朝
軍
は
蘭
卡
仲
を
全
力
で
助
け
て
く

れ
た
。

　

楊
朝
兵
は
森
堤
家
を
継
い
だ
息
子
で
、
両
親
と
一
緒
に
暮
ら
す
。

彼
が
立
て
替
え
た
資
金
を
み
る
と
、
一
部
は
回
収
不
可
能
で
あ
る
。

妻
の
南
卡
曼
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
朝
兵
は
実
家
を
継
い
だ
の

だ
か
ら
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う
。
蘭
卡
仲
は
嫁
い
だ
時
に
両
親
か
ら

財
産
を
も
ら
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
女
に
助
け
が
必
要
な
時

は
、
実
家
を
継
い
だ
者
が
父
母
の
責
任
を
引
き
継
ぎ
、
助
け
る
の
だ

と
い
う
。

　

楊
朝
学
は
森
堤
家
の
六
番
目
の
息
子
で
、
分
家
し
て
一
人
暮
ら
し

で
あ
る
が
、
家
庭
条
件
は
普
通
な
の
で
、
姉
の
家
に
資
金
を
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
優
れ
た
職
人
で
石
工
と
大
工
の
ど

ち
ら
も
で
き
る
の
で
、
相
場
よ
り
二
〇
元
低
い
日
当
で
毎
日
姉
を
手

伝
っ
て
い
る
。
こ
の
助
け
は
一
見
大
し
た
こ
と
な
い
よ
う
に
み
え
る

が
、
二
〇
〇
八
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
ま
で
に
、
嘎
日
村

で
は
一
五
〇
戸
が
新
築
し
、
職
人
の
賃
金
は
値
上
が
り
し
、
基
本
的

に
職
人
に
空
き
時
間
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
彼
は
一
年
で

六
〇
日
間
余
り
手
助
け
を
続
け
て
お
り
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

王
学
華
と
郭
光
全
は
遠
い
親
戚
だ
が
、
楊
朝
華
は
二
人
を
甥
姪
と

す
る
。
実
際
、
ど
ち
ら
も
阿
夸
爾
家
の
親
戚
だ
が
、
親
戚
関
係
は
三

代
を
経
て
す
で
に
遠
い
。
そ
こ
で
二
人
は
相
場
よ
り
一
〇
元
低
い
日

当
で
石
工
や
大
工
の
仕
事
を
し
た
が
、
こ
れ
も
親
戚
だ
か
ら
そ
う
し

た
と
い
え
る
。

　

森
堤
家
で
あ
っ
て
も
、
蘭
卡
仲
に
現
金
の
援
助
を
し
な
い
兄
弟
も

い
る
。
長
兄
は
八
日
馬
美
地
家
に
婿
入
り
し
た
が
、
二
人
目
の
夫
で

あ
っ
た
た
め
房
名
を
継
承
す
る
権
利
は
な
く
、
自
分
の
家
屋
も
被
災

し
た
た
め
、
妹
を
助
け
る
義
務
も
能
力
も
な
か
っ
た
。
三
番
目
の
兄

の
楊
朝
清
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。
四
番
目
の
兄
の
楊
朝
雲
は
ダ
ム
建

設
の
た
め
に
引
っ
越
し
て
家
を
建
て
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
多
く
の
借

金
が
残
っ
て
お
り
、
姉
を
助
け
る
能
力
が
な
か
っ
た
。
五
番
目
の
楊

朝
康
は
息
子
が
大
学
に
進
学
し
、
一
〇
月
に
は
娘
も
嫁
ぎ
、
家
庭
経

済
の
状
況
が
よ
く
な
い
。
七
番
目
の
楊
朝
良
も
家
が
地
震
で
損
壊

し
、
新
築
中
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
家
を
再
建
す
る
過
程
で
は
、
夫
と
妻
の
双
方

の
一
族
に
援
助
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
能
力
の
大
小
や
親
戚
関
係
の

遠
近
に
よ
っ
て
各
人
の
意
志
の
も
と
に
行
わ
れ
、
援
助
の
方
法
や
程

度
は
強
要
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
親
戚
間
の
相
互
援
助
の
義
務
は

重
要
だ
が
、
強
制
的
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

親
戚
以
外
で
は
、
隣
人
が
助
け
る
。
実
は
、
氷
豊
で
は
、
房
名
間

の
婚
姻
関
係
が
密
接
で
あ
る
た
め
、
村
民
は
遠
近
の
違
い
は
あ
る
も

の
の
ほ
と
ん
ど
が
親
戚
関
係
に
あ
り
、
隣
人
と
親
戚
と
の
違
い
は
つ

き
に
く
い
。
し
か
し
、
楊
朝
華
の
分
類
で
は
、
二
種
類
の
人
だ
け
が

親
戚
で
あ
る
。
一
は
、
阿
夸
爾
家
の
親
戚
で
、
三
世
代
を
経
た
親
戚

も
含
む
。
二
は
、
森
筒
井
家
の
親
戚
で
、
妻
の
実
家
の
兄
弟
と
叔
父

の
兄
弟
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
を
隣
人
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
雍
仲
錯

は
、
楊
朝
軍
の
実
の
妹
で
、
実
家
も
森
堤
家
だ
が
、
彼
女
は
す
で
に
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卧
嘎
龍
家
に
嫁
い
だ
の
で
呼
称
上
は
蘭
卡
仲
姉
さ
ん
と
呼
ぶ
が
、
家

の
建
築
時
に
現
金
を
援
助
す
る
義
務
は
な
い
。

　

隣
人
の
助
け
は
、
い
つ
、
何
度
行
く
か
は
手
伝
う
者
の
意
志
で
決

め
る
。
し
か
し
、
通
常
で
は
、
家
屋
の
建
築
に
は
石
を
運
ん
だ
り
、

泥
を
運
ん
だ
り
す
る
仕
事
に
人
手
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
ら
、
隣
人

は
必
ず
行
く
。
雍
仲
錯
の
言
葉
で
言
え
ば
、
も
し
人
を
助
け
な
か
っ

た
ら
、
将
来
自
分
に
何
か
あ
っ
た
時
に
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
。
だ

か
ら
、
時
間
が
あ
れ
ば
手
伝
い
に
行
く
、
と
。
そ
の
た
め
、
円
柱
の

梁
を
立
て
る
よ
う
な
、
そ
の
日
の
う
ち
に
必
ず
終
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
作
業
の
時
に
は
、
事
前
に
日
を
決
め
、
電
話
で
隣
人
や
親
戚
に

手
伝
い
を
頼
む
。
そ
の
ほ
か
、
石
を
背
負
っ
た
り
、
泥
を
運
ん
だ
り

す
る
の
は
隣
人
や
親
戚
が
自
発
的
に
手
伝
い
に
来
て
く
れ
る
。
主
人

側
は
三
度
の
食
事
を
用
意
す
る
だ
け
で
、
謝
礼
を
渡
す
必
要
も
な

い
。
隣
人
間
の
相
互
扶
助
が
、
注
意
深
く
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

ま
と
め

　

第
一
に
、
蹺
磧
に
お
け
る
房
名
継
承
の
特
徴
は
、
後
継
ぎ
と
居
所

の
二
つ
の
要
素
は
同
時
に
発
揮
さ
れ
る
機
能
と
し
て
、
親
族
と
婚
族

と
双
方
に
用
い
ら
れ
、
社
会
的
な
継
承
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
次
の
見
解
を
さ
ら
に
進
め

た
も
の
で
あ
る
。「
後
継
ぎ
と
居
所
と
の
弁
証
的
関
係
は
家
屋
社
会

（house society

）
の
基
本
的
特
徴
で
あ
り
、
共
通
の
特
徴
を
形
成
す

る
」﹇
列
維‒

斯
特
労
斯2008 : 129

﹈。

　

第
二
に
、
房
名
の
継
承
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
親
族
関
係
に
お
い

て
、
房
名
を
中
心
と
し
た
家
族
の
観
念
は
血
縁
観
念
よ
り
も
重
要
で

あ
り
、
ま
さ
に
阿
斉
茲
が
チ
ベ
ッ
ト
の
定
日
の
血
縁
と
居
住
形
態
を

論
じ
た
な
か
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
す
べ
て
の
社
会
関
係
を
関
係

づ
け
て
い
る
の
は
血
縁
観
念
で
は
な
く
、
家
族
の
観
念
で
あ
り
、
中

心
に
あ
る
の
は
居
住
の
原
則
で
あ
る
」﹇
巴
伯
若
・
尼
姆
里
・
阿
吉
茲

2001 : 412

﹈。
蹺
磧
に
お
け
る
房
名
継
承
が
親
族
関
係
に
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
林
耀
華
が
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
家
庭
と
結
婚
を

研
究
し
た
後
に
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
は
「
房
名
の
継
承
と
一

族
の
継
承
は
互
い
に
連
携
し
て
お
り
、
実
は
こ
の
二
つ
は
一
つ
で
あ

る
。
継
承
法
は
双
系
制
で
、
男
女
ど
ち
ら
も
代
々
受
け
継
ぐ
こ
と
が

で
き
る
が
、
ど
の
世
代
も
一
人
し
か
継
承
で
き
な
い
」
と
し
た
。

ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
房
名
継
承
の
特
徴
を
か
な
り
正
確
に
描

写
し
て
い
る
が
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
社
会
の
血
縁
関
係
を
家

族
の
継
承
だ
と
す
る
こ
と
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
国
家
社
会
科
学
基
金
重
大
招
標
項
目
「
二
〇
世
紀
二

〇

－

四
〇
年
代
人
類
学
華
西
学
派
的
学
術
体
系
研
究
」（
批
准
番

号
：17 Z

D
A

162

）
の
成
果
で
あ
る
。
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注〈
1
〉 
翻
訳
書
で
はhouse

を
“
家
宅
”
と
訳
す
が
、
本
稿
で
は
人
類

学
の
“
家
屋
”
を
適
当
と
し
て
用
い
た
。

〈
2
〉 

本
稿
の
事
例
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
。
一
夫
多
妻
の
事
例
は
、
Ｙ
Ｇ
Ｑ
老
人

か
ら
提
供
さ
れ
た
以
外
は
話
し
手
本
人
の
事
例
で
あ
る
。

〈
3
〉 

音
訳
。
蹺
磧
の
親
族
呼
称
で
は
、
上
の
世
代
の
父
系
の
女
性
親

族
で
母
親
以
外
の
者
を
指
す
。

〈
4
〉 

音
訳
。
蹺
磧
の
親
族
呼
称
で
は
、
上
の
世
代
の
父
系
の
男
性
親

族
で
父
親
以
外
の
者
を
指
す
。
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